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新
年
あ
け
ま
し
て

　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

会
員
事
業
場
の
皆
様
方
に
は
、
日
頃
か
ら
日

立
労
働
基
準
協
会
の
運
営
に
格
別
な
る
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。昨

年
は
、
景
気
回
復
の
見
通
し
が
立
た
な

い
中
、
当
協
会
の
活
動
の
中
心
で
あ
り
ま

す
技
能
講
習
と
特
別
教
育
の
受
講
者
数
に
つ

い
て
、
規
模
を
縮
小
し
た
予
算
を
組
ま
ざ
る

を
得
な
い
大
変
厳
し
い
状
況
で
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
一
年
間
活
動
を
展
開

し
て
参
り
ま
し
た
が
、
幸
い
に
も
受
講
者
数

は
当
初
計
画
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で
推
移
し
て

お
り
、
年
度
末
に
お
い
て
予
算
を
達
成
で
き

る
見
通
し
に
あ
り
ま
す
。
当
協
会
と
致
し
ま

し
て
は
、
事
業
計
画
が
順
調
に
進
み
充
実
し

た
一
年
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
改
め

て
会
員
事
業
場
の
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。さ

て
、
茨
城
労
働
局
よ
り
労
働
災
害
を
防

止
す
る
た
め
の
施
策
と
し
て
、
平
成
二
十
一

年
度
を
初
年
度
と
す
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン

ト
普
及
三
か
年
計
画
が
示
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
経
済
環
境
は
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状

況
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
時

期
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン

ト
を
活
用
し
、
優
先
順
位
を
明
確
に
し
て
対

策
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま

す
。
併
せ
て
、
従
来
か
ら
実
施
し
て
お
り
ま

す
安
全
巡
視
、
危
険
予
知
、
指
差
呼
称
、
ヒ

ヤ
リ
ハ
ッ
ト
活
動
な
ど
が
形
式
的
な
活
動

に
な
っ
て
い
な
い
か
検
証
し
、
実
の
あ
る
活

動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま

す
。
新
年
に
あ
た
っ
て
新
た
な
気
持
ち
で
安

全
活
動
の
再
確
認
を
行
い
、
多
く
の
事
業
場

で
無
災
害
を
達
成
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。ま

た
、
衛
生
面
に
つ
き
ま
し
て
は
、
脳
又

は
心
臓
疾
患
及
び
精
神
疾
患
に
よ
る
労
災
認

定
件
数
が
こ
こ
十
年
で
急
増
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
長
時
間
労
働
対
策
や
健
康
増
進
運

動
等
の
施
策
を
産
業
医
と
連
携
を
密
に
し
な

が
ら
積
極
的
に
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
更
に
は
、
昨
年
か
ら
猛
威
を
振
る
っ
て

お
り
ま
す
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応

も
喫
緊
の
課
題
と
し
て
継
続
的
に
取
り
組
ん

で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

安
全
衛
生
を
取
り
巻
く
環
境
も
多
く
の
課

題
が
あ
り
ま
す
が
、
関
係
官
庁
の
ご
協
力
を

賜
り
な
が
ら
、
当
協
会
と
致
し
ま
し
て
は
、

昨
年
以
上
の
活
動
を
行
う
よ
う
努
力
を
し
て

参
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も　

ご
理
解
と
ご

協
力
の
ほ
ど
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。最

後
に
な
り
ま
し
た
が
、
会
員
事
業
場
の

皆
様
に
と
っ
て
飛
躍
の
年
と
な
る
こ
と
を
ご

祈
念
申
し
上
げ
、
年
頭
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

謹
賀
新
年

㈳
日
立
労
働
基
準
協
会

役
員
一
同

年
頭
の
ご
挨
拶

㈳
日
立
労
働
基
準
協
会　
　
　

会
長　
　

柴
田　

文
弘

（�）平成 22年 1月 5日



9 月 11 日 ( 金 )、日立労働会館において、各企業の
安全衛生管理責任者及び担当者２１０名が参加され、
平成 21 年度全国労働衛生週間説明会が、日立労働基
準監督署のご後援により、盛大に開催されました。

説明会は、坪和副会長の開会のことばから始まり、
保科副会長より主催者挨拶、菊地署長より来賓挨拶を
いただきました。

続いて「全国労働衛生週間実施要綱」について、日
立労働基準監督署第三方面の跡部安全専門官から説明
をいただきました。

特別講演は、産業医科大学教授の池田智子氏より、「職
場のメンタルヘルス対策 ～できるリーダーのためのメ
ンタルヘルス実践講座～」と題した講演をいただきま
した。現在、心の健康不調者は増加しており、労働者
の年間自殺者は、いまや交通事故死を上回る状況にな
っているとのこと。各職場のリーダーの対応が重要で
あり、その方法について事例に基づきわかり易く説明
され、参加者からも大変好評でした。

最後に古田運営委員長の閉会のことばがあり、盛会
のうちに終了いたしました。

平成 21 年度 全国労働衛生週間説明会を開催

特別講演　池田　智子氏 実施要綱説明　跡部安全専門官

謹
賀
新
年

日
立
労
働
基
準
監
督
署

職
員
一
同

年
頭
の
ご
挨
拶

日
立
労
働
基
準
監
督
署　
　
　
　

署
長　

菊
地　

信
明

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

㈳
日
立
労
働
基
準
協
会
会
員
事
業
場
の
皆
様
に
は
、
労
働
基
準
行
政
の
推
進
に
ひ
と
か
ど
な
ら

ぬ
ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
不
況
の
一
年
で
し
た
。
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
殺
到
す
る
な
ど
、

ひ
し
ひ
し
と
厳
し
さ
が
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
税
収
も
落
ち
込
み
、
そ
の
せ
い
か
タ
バ
コ
税

を
増
税
し
て
一
箱
千
円
に
す
る
と
言
う
話
が
飛
び
出
し
た
り
も
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
ア
フ
リ
カ
の
マ
ラ
ウ
イ
共
和
国
で
は
タ
バ
コ
農
園
で
働
く
子
供
た
ち
が
、
皮
膚
を

通
し
て
一
日
に
54
ミ
リ
グ
ラ
ム
（
平
均
的
な
タ
バ
コ
50
本
分
に
相
当
）
も
の
溶
解
し
た
ニ
コ
チ
ン

を
吸
収
す
る
こ
と
で
、
深
刻
な
健
康
被
害
を
受
け
て
い
る
と
い
う
話
が
、
あ
る
団
体
の
ウ
ェ
ブ
ペ

ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ど
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
と
い
い
ま
す
と
、
雨
や
朝
露
で
タ
バ
コ
の
葉
が
ぬ
れ
ま
す
と
葉
の
中

の
ニ
コ
チ
ン
が
水
滴
に
溶
け
出
し
、
子
供
た
ち
の
素
肌
か
ら
そ
の
ニ
コ
チ
ン
が
吸
収
さ
れ
て
い
る

と
い
う
話
で
す
。
そ
の
原
典
と
な
っ
て
い
る
論
文
は
、The Lancet
の
１
９
７
５
年
3
月
号
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
、S.H

.Gehlbach

ら
に
よ
る
「N

icotine absorption by w
orkers harvesting 

green tobacco.

」
と
い
う
も
の
ら
し
い
の
で
す
が
、
残
念
な
こ
と
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
本

文
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ニ
コ
チ
ン
の
水
に
対
す
る
溶
解
度
か
ら
見
て
「
一
日
に
54

ミ
リ
グ
ラ
ム
の
ニ
コ
チ
ン
を
吸
収
」
と
い
う
数
字
に
は
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
原

典
を
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
も
、
タ
バ
コ
農
園
で
働
く
子
供
た
ち
の
健
康
上
の
問
題
と
し
て
、
皮
膚
を
通

し
て
吸
収
さ
れ
た
ニ
コ
チ
ン
の
害
を
挙
げ
て
い
ま
す
の
で
、
先
の
数
字
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
注

目
す
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
愛
煙
家
は
こ
の
問
題
を
ど
う
捉
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
タ
バ
コ
農
園
で
働
く
子
供
た
ち

に
対
し
て
、
罪
の
意
識
を
感
じ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
は
た
ま
た
、
彼
ら
が
糧
を
得
る
こ
と
に
貢

献
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

正
月
早
々
難
し
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
労
働
基
準
行
政
と
し
ま
し
て
は
、「
快
適

職
場
の
推
進
」
の
一
環
と
し
て
、
職
場
に
お
け
る
完
全
分
煙
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
計
画
段
階
の

う
ち
か
ら
快
適
職
場
推
進
計
画
の
認
定
を
申
請
さ
れ
て
、
職
場
環
境
の
改
善
に
効
果
的
に
取
り
組

ま
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
会
員
事
業
場
の

皆
様
の
、
虎
の
よ
う
な
力
強
い
ご
活
躍
を
ご

祈
念
申
し
上
げ
て
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

平成 22年 1月 5日（�）



平成 21 年度 安全衛生関係各種表彰 受賞者紹介

11
月
20
日(
金)

、
午
後
の
半
日
を
利
用
し
、

昨
年
と
同
様
の
３
部
形
式
に
よ
る
安
全
衛
生
研

修
会
を
、
総
勢
57
名
の
多
数
の
参
加
を
い
た
だ

き
、
盛
大
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

第
１
部
は
、
安
全
衛
生
優
良
事
業
場
の
見
学

会
で
、
今
年
度
は
株
式
会
社
武
蔵
野
化
学
研
究

所
磯
原
工
場
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
、
安
全

衛
生
活
動
の
取
組
み
や
現
場
の
管
理
状
況
を
見

学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

同
社
は
、
乳
酸
、
ア
ラ
ニ
ン
、
ピ
ル
ビ
ン
酸

等
有
機
合
成
化
学
製
品
を
製
造
し
て
い
る
事
業

場
で
し
た
。
同
社
の「
モ
シ
モ
・
ヒ
ヤ
リ
カ
ー
ド
」

や
「
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｚ
Ｅ
Ｎ
報
告
書
」
を
使
用
し
た
実

効
性
の
あ
る
安
全
衛
生
活
動
の
取
組
み
、
ま
た
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
平
成
８
年
以
降
の
休
業
無

災
害
の
継
続
等
は
、
他
の
事
業
場
の
参
考
と
な

る
も
の
で
し
た
。

第
２
部
の
特
別
講
演
は
、
ホ
テ
ル
日
航
日
立

に
お
い
て
「
上
手
な
医
者
の
か
か
り
方 

～
医
者

し
か
知
ら
な
い
危
険
な
話
～
」
と
題
し
、
学
校

法
人
新
渡
戸
文
化
学
園
東
京
文
化
短
期
大
学
学

長
の
中
原
英
臣
氏
よ
り
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。中

原
氏
は
医
者
の
立
場
か
ら
健
康
や
医
療
に

つ
い
て
興
味
深
い
話
を
さ
れ
、
健
康
は
自
分
で

守
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
健
康
や
医
療
に
関

す
る
正
し
い
情
報
や
知
識
を
手
に
入
れ
て
欲
し

い
と
結
論
さ
れ
ま
し
た
。

第
３
部
の
交
流
会
は
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の

中
で
、
担
当
者
同
士
の
交
流
を
図
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

平
成
21
年
度 

安
全
衛
生
研
修
会
を
開
催

１
．
厚
生
労
働
大
臣
表
彰

　
　

 

・
奨
励
賞　

㈱
武
蔵
野
化
学
研
究
所
磯
原
工
場　
　

北
茨
城
市

２
．
無
災
害
記
録
証

　
　

・（
第
３
種
）
日
立
電
線
㈱
電
線
工
場　
　

日
立
市

３
．
中
小
企
業
無
災
害
記
録
証

　
　

・（
第
２
種
）
モ
リ
マ
ー
コ
ン
ポ
ジ
ッ
ト
㈱
関
本
工
場　

北
茨
城
市

４
．
茨
城
県
産
業
安
全
衛
生
大
会
表
彰

　
　
（
１
）
茨
城
労
働
局
長
表
彰

　
　
　

奨
励
賞　
　

東
京
ガ
ス
㈱
日
立
支
社　
　

日
立
市

　
　
（
２
）
㈳
茨
城
労
働
基
準
協
会
連
合
会
長
表
彰

　
　
　

事
業
場
賞　

㈱
関
プ
レ
ス　
　

日
立
市

　
　
　

功
績
賞　
　

大
島 

好
夫 

氏　

日
立
電
線
㈱
日
高
工
場　

日
立
市

　
　
（
３
）
建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
茨
城
県
支
部
長
表
彰

　
　
　

功
績
賞　
　

菱
沼 

豊 

氏　

㈱
秋
山
工
務
店　
　

日
立
市

　
　
（
４
）
陸
上
貨
物
運
送
事
業
労
働
災
害
防
止
協
会
茨
城
県
支
部
長
表
彰

　
　
　

事
業
場
賞　

柳
生
運
送
（
有
）　　

北
茨
城
市

　
　
　

事
業
場
賞　

佐
々
木
興
業
㈱　
　

日
立
市

　
　
（
５
）
港
湾
貨
物
運
送
事
業
労
働
災
害
防
止
協
会
東
京
総
支
部
日
立
支
部
長
表
彰

　
　
　

事
業
場
賞　

東
洋
船
舶
作
業
㈱
日
立
港
出
張
所　
　

日
立
市

５
．
㈳
日
立
労
働
基
準
協
会
長
表
彰

　
　
（
１
）
安
全
衛
生
優
良
事
業
場
賞

　
　
　

・
㈱
佐
々
木
製
作
所　
　

北
茨
城
市

　
　
　

・
㈱
中
村
自
工
深
川
製
作
所　
　

高
萩
市

　
　
　

・
㈲
間
宮
プ
レ
ス　
　

日
立
市

　
　
　

・
日
立
精
錬
㈱　
　

 

日
立
市

　
　
（
２
）
功
績
賞

　
　
　

・
菊
地 

肇 

氏　

日
立
化
成
工
業
㈱
山
崎
事
業
所　
　

日
立
市

謹
賀
新
年

㈳
日
立
労
働
基
準
協
会

運
営
委
員
会
一
同

㈱武蔵野化学研究所 磯原工場にて記念撮影特別講演　中原　英臣氏

（�）平成 22年 1月 5日



事業場紹介コーナー
株式会社 日本 AE パワーシステムズ 国分事業所

当事業所は、昭和 32 年 6 月（1957 年 6 月）㈱
日立製作所　日立工場より分離独立し、変圧器、配
電盤、遮断器、エレベータを主要製品とする国分工
場として誕生しました。

平成 13 年 7 月（2001 年 7 月）に㈱日立製作所、
富士電機システムズ㈱、㈱明電舎の 3 社の送変電、
受変電及び配電分野を基軸に各社が持つ優位技術と
コア技術を結集し、開発・設計・製造及び販売を行
う㈱日本 AE パワーシステムズが誕生し、現在に至
っています。

創業以来、電気エネルギーの送変電分野で常にお
客様の立場に立った製品づくりや、きめ細かなサー
ビスをお届けできるようそれぞれの歴史と実績のあ
る 3 社の技術を融合し、シナジー効果を活かした製

品開発や徹底した品質管理にも力を注いでいます。
また、近年の環境意識の向上に伴い、かけがえの

ない地球環境を守り、持続可能な社会に貢献する企
業である為に環境エネルギー分野の研究開発を推進
し、地球環境保全に貢献する製品・サービスの提供
を行うと共に環境負荷の低減に取り組んでいます。

安全衛生面では、｢すべての従業員が ｢安全｣ を
最優先し、健康で安心して働くことのできる職場環
境を維持・向上させる｣ を基本方針に取り組んでい
ます。

また近隣の高校生との事業所周辺の清掃や、事業
所を開放したファミリーフェスティバル等により地
域との交流を深めています。

所  在  地：日立市国分町１- １- １

業　　種：電気機械器具製造業

従業員数：７５０名

変電設備

国分事業所全景

変電設備

平成 22年 1月 5日（�）



全基連茨城県支部からのお知らせ

10
月
21
日
（
水
）
か
ら
23
日
（
金
）
ま
で
３
日
間
、
さ
い
た
ま

市
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
全
国
産
業
安
全
衛
生
大
会
に
、
当
協
会
か

ら
運
営
委
員
５
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

大
会
は
、
１
日
目
が
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
で
の
総
合

集
会
で
、
２
日
目
か
ら
は
、
市
内
各
会
場
に
分
か
れ
て
の
分
科
会

で
し
た
。
1
日
目
は
、
全
員
で
総
合
集
会
に
参
加
し
ま
し
た
。
総

合
集
会
の
特
別
講
演
は
、
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
会
長
の
犬
飼
基
昭

氏
の
「
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
社
会
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
重
要
性
」

と
題
す
る
講
演
で
し
た
。
２
日
目
か
ら
は
、
各
自
興
味
の
あ
る
分

科
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
参
加
し
ま
し
た
。（
平
成
22
年
度
は
、
10
月

６
日
か
ら
８
日
ま
で
福
岡
市
で
開
催
さ
れ
ま
す
。）

全
国
産
業

　

安
全
衛
生
大
会
に
参
加

総合集会々場にて撮影

仕事と生活の調和推進について

仕事と生活の調和の推進については、平成 19 年 12 月、政労使の代表等から
なるワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において、「仕事と生活の調
和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行
動指針」が策定され、その中で、国に求められる役割として、国民の理解や政労
使の合意形成を促進すること等により、国民運動を通じた社会的気運の醸成に積
極的に取り組むことが重要である旨示されました。

㈳全国労働基準関係団体連合会では、厚生労働省の委託により、仕事と生活の調和した社会の実現に向けて、次の
ような事業を実施しております。

●地方版プロジェクト事業‥‥社会的影響力のある、県内の代表的な企業 1 社を選定し、「仕事と生活の調和憲章」
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を踏まえた、取り組み事項や達成目標等を盛り込んだ「アクションプロ
グラム」の策定とそのプログラムに沿った取り組みを全基連が任命したコンサルタントが指導援助しています。

●診断サービス事業‥‥診断申し込みのあった事業場の全基連が任命した診断アドバイザーが直接訪問し、診断指
標を用いて、仕事と生活を調和させるための取り組みを実施する上での労働時間等にかかる問題点や阻害要因を把握
し、その改善方向を指導しています。

●普及啓発セミナー‥‥仕事と生活の調和憲章、行動指針、設定改善指針等の内容周知と労働時間等の設定の改善
を通じて、仕事と生活の調和のとれた働き方の普及・啓発を図るため開催しています。

なお、仕事と生活の調和推進事業に関する問い合わせは㈳全国労働基準関係団体連合会茨城県支部　電話
029-225-8881 まで。

改正労基法対応セミナーのご案内

改正労基法が平成 22 年 4 月 1 日から施行されます。各事業場が対応すべき方策等について、わかり易く解説する
ためのセミナーを開催いたしますので、受講されますようご案内申し上げます。

１．日　　　時　　平成２２年２月８日（月）１３：１５～１６：３０
２．場　　　所　　日立市幸町１－２１－２　日立商工会議所会館　
３．受　講　料　　４，０００円（地区協会会員　３，０００円）　、　定員５０名
４．申込締切り　　平成２２年 1 月２９日 ( 金 )　　( 問い合わせ ) 電話０２９－２２５－８８８１

（�）平成 22年 1月 5日



監督署からのお知らせ

日立労働基準監督署管内の労働災害発生状況

日立労働基準監督署管内の平成21年発生の労働災害発生件数（休業4日以上の死傷災害）は11月30日
現在で139件と前年同期と比べ44件減と大幅に減少しております。しかしながら、1月に瓦葺替え作業中
に屋根からの墜落による死亡災害が発生したほか、有機溶剤による中毒災害、さらに昨年に引き続きスレ
ート屋根を踏抜き墜落するという重篤災害が発生した年でもありました。

事業場の皆様には、職場にある危険の芽（リスク）を見つけ出し、それにより起こることが予想される
労働災害の重大さからリスクの大きさを見積もり、大きいものから順に対策を講じていただく手法（リス
クアセスメント）の導入により災害リスクの低減を図っていただき、危ない作業から安全な作業へと職場
の改善を是非ともお願いします。

平成21年労働災害発生状況
平成21年11月30日現在

茨城県内 日立署管内

死亡災害 休業4日以上の
死傷災害 死亡災害 休業4日以上の

死傷災害

製 造 業 7 （ - 1 ） 659 （ -154） 0 （ ± 0 ） 50 （ - 1 8 ）

建 設 業 6 （ - 1 ） 263 （ - 4 2 ） 1 （ + 1 ） 24 （ ± 0 ）

運輸交通・貨物取扱業 4 （ ＋ 1 ） 306 （ - 5 9 ） 0 （ ± 0 ） 16 （ - 1 1 ）

その他の業種 5 （ ＋ 1 ） 842 （ -123） 0 （ ± 0 ） 49 （ - 1 5 ）

合 計 22 （ ± 0 ） 2,070 （ -378） 1 （ + 1 ） 139 （ - 44）

（　）は前年同期との差

平成21年交通労働災害発生状況
平成21年11月30日現在

茨城県内 日立署管内

死亡災害 休業4日以上の
死傷災害 死亡災害 休業4日以上の

死傷災害

製 造 業 0 （ ± 0 ） 3 （ - 1 5 ） 0 （ ± 0 ） 0 （ - 4 ）

建 設 業 2 （ + 2 ） 4 （ + 1 ） 0 （ ± 0 ） 0 （ ± 0 ）

運輸交通・貨物取扱業 3 （ + 1 ） 40 （ - 4 ） 0 （ ± 0 ） 2 （ - 2 ）

その他の業種 3 （ + 1 ） 94 （ - 3 2 ） 0 （ ± 0 ） 4 （ ± 0 ）

合 計 8 （ + 4 ） 141 （ - 5 0 ） 0 （ ± 0 ） 6 （ - 6 ）

（　）は前年同期との差

平成 22年 1月 5日（�）



茨城県の最低賃金が引き上げられました

１ 地域別最低賃金 

２ 特定(産業別)最低賃金 

（注１）この産業名のうち、建設機械・鉱山機械製造業の中の建設用ショベルトラック製造業、及び繊維機械製造業（毛糸手編機械製造業）

同附属品製造業を含む)の事業場で働く労働者については茨城県最低賃金が適用されます。 

（注２）この産業名のうち、測量機械器具製造業の事業場で働く労働者については茨城県最低賃金が適用されます。      

●下記業種には、平成１１年１２月３１日発効の最低賃金が適用されます。 

※ 次に該当する労働者は、茨城県最低賃金が適用されます。 

(1) 18 歳未満又は 65 歳以上の者  (2) 雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習得中の者（3）清掃、片付けの業務に主として従事する者   

（注意）最低賃金に次の賃金は含みません。 

● 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

●  １月 をこえる期間ごとに支払われる賃金（賞与など）  

● 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

● 時間外労働、休日労働に対する賃金及び深夜労働における割増部分の賃金 

この表の金額未満で労働者を使用した場合、最低賃金法違反となりますのでご注意下さい。 

※ 比較計算式は以下のとおりです。 

月給制の場合  ：  月給額×１２ケ月／年間総所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額） 

日給制の場合 ： 日給額／１日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額） 

詳細については、茨城労働局のホームページをご覧下さい。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/

件    名 
最低賃金額 時間額 

 （アップ額） 
効力発生年月日 

茨城県内の事業場で働くすべての労働者が

適用されます。 

ただし、下表の特定(産業別)最低賃金が適

用される労働者はその最低賃金額が適用され

ます。
茨城県最低賃金 ６７８円 

（＋２円） 平成 21.10.8 

産    業    名 
最低賃金額 時間額 

（アップ額) 
効力発生年月日 備考(適用除外等) 

 鉄   鋼    業 
７８５円 

（＋３円） 
平成 21.12.31 

手作業による製品の洗浄又は

包装の業務に主として従事す

る者については、茨城県最低

賃金を適用する。 

 

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械

器具製造業（注１） 

７７２円 

（＋３円） 
平成 21.12.31 

次に掲げる業務に主として従

事する者については茨城県最

低賃金を適用する。 

イ 賄いの業務 

ロ 手作業による小物部品の

包装若しくは箱入れ又は製

品の洗浄若しくはバリ取り

の業務 

ハ 主に卓上において操作が

容易な手工具又は小型手持

電動工具を用いて行う組

線、巻線、組付け又は取付

けの業務 

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機

械器具、医療用機械器具・医療用品、光学器械

器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回

路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・

同部分品製造業（注２） 

７６５円 

（＋３円） 
平成 21.12.31 

各  種  商  品  小  売  業 
７３７円 

（＋３円） 
平成 21.12.31 

産    業    名 日額（円） 時間額（円） 効力発生年月日 

  一般機械器具製造業 
（繊維機械製造業を除く。）※１ 

５，８０５ ７２６ 平成11.12.31 

  電気機械器具製造業    ※２ ５，７８６ ７２３ 平成11.12.31 

Ｆｃ.

１ 一般機械器具製造業のうち包装・荷造機械製造業、産業用ロボット製造業の事業場で働く労働者 

 （下表  ※1）  

２ 電気機械器具製造業のうち電球製造業、医療用電子応用装置製造業、一次電池（乾電池、湿電池）製

造業、ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業、その他の通信機械器具･同関連機械器具製造業、音

響部品・磁気ヘッド・小型モータ製造業の事業場で働く労働者 （下表 ※2）  

（�）平成 22年 1月 5日



「時間外労働の限度に関する基準」が改正されました

平成２２年４月１日以降に労使で特別条項付き３６協定を結ぶ際には、新たに、

１ 限度時間を超えて働かせる一定の期間(１日を超え３ヶ月以内の期間、１年間)ごとに、

割増賃金率を定めること

２ １の率は、法定割増賃金率（２割５分以上）を超える率とするよう努めること

３ そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること

が必要になります。

「時間外労働の限度に関する基準」の概要は？

労働基準法で労働時間は１週 40 時間、１日８時間まで

と定められています。これを超えて法定時間外労働を行わ

せるためには、労使で時間外労働協定（36協定）を締結し、

これを労働基準監督署に届け出る必要があります。

36 協定では①１日、②１日を超え３ヶ月以内、③１年間

のそれぞれについて、延長することができる時間を労使で

協定しなければなりません。このうち②、③の延長時間に

ついては「時間外労働の限度に関する基準」において一定

の限度時間が定められています。（右表参照）

特別条項付き 36 協定とは？

臨時的に、上記の限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される

場合には、「特別条項付き 36 協定」を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長時間とする

ことが出来ます。

特別条項付き 36協定では、

◇原則としての延長時間（限度時間以内の時間）

◇限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情

◇一定時間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続き

◇限度時間を超える一定の時間

◇限度時間を超えることができる回数

を定める必要があります。

特別条項の一般的な例としては、

平成 22 年 4 月 1 日以降は

今回の改正により、平成 22 年 4 月 1 日以降に特別条項付き協定を締結する場合には、上記に

加えて、限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに、割増賃金率を定めて協定し３６協定に記載、

労働基準監督署に届け出る必要があります。具体的な例としては、次のようになります。

なお、上記の改正点については限度時間にかかる基準の適用が除外されている事業又は業務（自

動車運転の業務等）については適用されません。

詳細は日立労働基準監督署（0294-22-5187）へお問い合わせください。

期間 限度時間 限度時間※

１週間 １５時間 １４時間

２週間 ２７時間 ２５時間

４週間 ４３時間 ４０時間

１ヶ月 ４５時間 ４２時間

２ヶ月 ８１時間 ７５時間

３ヶ月 １２０時間 １１０時間

１年間 ３６０時間 ３２０時間

一定期間についての延長時間は 1ヶ月４５時間、1年３６０時間とする。

ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の

協議を経て、６回を限度として１ヶ月６０時間まで延長することができ、１年４５０時間まで

延長することができる。

一定期間についての延長時間は 1ヶ月４５時間、1年３６０時間とする。

ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の

協議を経て、６回を限度として１ヶ月６０時間まで延長することができ、１年４５０時間まで

延長することができる。

この場合の割増賃金率は、１ヶ月４５時間を超えた場合は３０％ 、１年３６０時間を超えた

場合には３５％とする。

※１年単位の変形労働時間制の場合

平成 22年 1月 5日（�）
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ハローワークからのお知らせ
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平成 22 年度 講習・教育計画

リスクアセスメント担当者
（製造業等）研修会

4/8～10 5/13～15
6/10～12 8/26～28
10/14～16 12/9～11
2/3～5
4/14～15 9/15～16
12/7～8
4/21～22 5/11～12
6/23～24 8/24～25
11/10～11 2/16～17
6/15～18 10/26～29
2/22～25
9/24～25 2/18～19

5/26～28
7/21～23
11/12～13
4/16～17 10/22～23
7/31 1/22
3/11～12
12/3～4
9/17～18
7/27
8/3～4
5/18～19 7/14～15
9/28～29 11/16～17
1/18～19 3/2～3

6/9

4/7 6/22
9/2 11/5
1/13
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こ
ろ
で
す
。

今
年
は
良
い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
、
職
員
一
同
心
も
新
た
に

業
務
に
精
励
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭
撻

の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
大
内　

記
）

編 

集 

後 

記
謹
賀
新
年

㈳
日
立
労
働
基
準
協
会

事
務
局
一
同

平成 22年 1月 5日（12）


